


令和８年度　一般財団法人長野県文化振興事業団　長野県埋蔵文化財センター
嘱託職員（調査研究員）募集案内


1. 職種及び採用予定人数
　　 埋蔵文化財の発掘調査等に従事する調査研究員　　　若干名

2. 採用期間
令和８年4月1日～令和９年３月31日まで
※令和9年4月1日以降、業務の状況、勤務成績が良好な場合等により、1年ごとに更新する場合があります。ただし、更新する場合でも初年度を含め3年を限度とします。

3. 勤務場所
長野県埋蔵文化財センター本所又は飯田支所並びに同所（支所）の発掘調査現場

4. 応募資格
（１）次の各号のいずれにも該当すること
(1) 学校教育法による大学（短期大学を含む。）又は大学院で、考古学、歴史学若しくは文化財学に関連　　　する専門課程を卒業（修了）又は卒業見込み（修了見込み）の人、若しくは、発掘調査員に相当する職で発掘調査および整理・報告書作成に従事した経験がある人
(2) 普通自動車運転免許を保有し、日常的に運転している人
(3) パソコンの基本操作（Excel、Wordは必須）ができる人
（２）ただし、次の各号のいずれにも該当しないこと
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) [bookmark: _Hlk121486740]長野県及び（一財）長野県文化振興事業団において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心身耗弱を原因とするもの以外）

5. 応募手続
（1） 提出書類
(1) 選考申込書（様式１―１及び様式１－２）
(2) 埋蔵文化財発掘調査歴・報告書執筆歴（様式２）
(3) 遺跡PR用チラシ
· 内容：「あなたが発掘調査を経験したり、見学して印象が残った遺跡をPRするチラシを作成して
　　　ください。」
· パソコンを使い、Ａ4判(縦書き・横書き自由)で、文章と写真等を自由にレイアウトしてください。
（2） 受付期間
　　　　令和８年１月５日（月）～令和8年１月２０日（火）まで
(ア) 受付時間は、上記期間（ただし、土・日・祝日を除く）の午前８時30分から午後5時15分までです。
(イ) 郵送の場合は、１月20日（火）までに必着とのこと。なお、封筒に「職員採用申込」と朱書の上、必ず簡易書留等配達証明があるものにしてください。
（3） 提出先
一般財団法人　長野県文化振興事業団　長野県埋蔵文化財センター　調査部
　　　　〒　388－8007　長野市篠ノ井布施高田963-4　　電話　026－293－5926

6. 選考方法
（1） 第１次選考
(ア) 選考方法：書類選考
(イ) 選考結果は、合否を問わず全員に令和8年1月2７日（火）までに連絡します。
（2） 第２次選考（最終選考）
(ア) 選考日：令和8年２月１日（日）
(イ) 選考場所：長野県埋蔵文化財センター　長野市篠ノ井布施高田963-4
※集合時間・集合場所の詳細については、別途第１次選考合格者本人に連絡します。
(ウ) 選考方法：筆記、面接
※筆記は、発掘調査に関わる課題について、1,200字程度で解答していただきます。
※面接は、専門知識、職務遂行能力、業務に対する適格性等について個別に審査します。
     (エ) 選考結果は、合否を問わず全員に令和8年２月９日（月）までに連絡します。


7. 勤務条件
（１）給与等
　　　 報酬月額　2２３,０00円
・ この他、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等の諸手当がそれぞれの支給要件に応じ、（一財）長野県文化振興事業団の規定により支給されます。
・ 社会保険、雇用保険、労災保険が適用されます。　　　　　
（２）勤務時間等
　　　　勤務時間：1日7時間45分（午前8時30分～午後5時15分）、週38時間45分
休　　暇：土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
有給休暇：年20日
（３）定年
　　　　満65歳

8. その他
（１）選考申込書等の用紙は、当センターホームページからダウンロードできます。
　　 　https://naganomaibun.or.jp
（２） 提出書類については、返却しませんのでご承知ください。ただし、この選考において収集した個人情報は、選考及び採用に関する事務以外の目的への使用は一切いたしません。

9. 問い合わせ先
　　（一財）長野県文化振興事業団　長野県埋蔵文化財センター（調査部長　川崎　保）
　　　〒　388－8007　長野市篠ノ井布施高田963-4
　　　電話　026－293－5926　　　E-mail　t.kawasaki@naganobunka.or.jp
　　　携帯　090－8859－5881
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